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抄録：本調査の目的は、元受刑者に対して健康実態・予防意識を明確にし、看護職が介入可能な課題を明らかにする
ことおよび、矯正施設で生活する受刑者の健康プログラム開発のための基礎データの収集である。対象者 6名にイン
タビュー調査を行った。その結果、既往歴の無い者の現在歯数は充実しており、全国平均を超えていた。一方、対象
者 6名中既往歴のある 4名の現在歯数は、全国平均以下であった。これは、一般歯科検診の結果（古田ら，2016）と
同様であった。元受刑者というハンディを背負ったため、自ら社会と積極的には繋がろうとしない対象者を「孤独死」
させないようにするためにも、救護の必要性を伝える術や「助けて欲しい」という声明の出し方を、社会福祉だけで
無く、看護課題としても考えていく必要がある。これらの問題解決には、矯正施設に入所している段階から、健康問
題を取りあげる必要があると考える。
本調査において、現在歯数が充実していた者は、健康知識・意識を高く持ち、特に歯の衛生に留意していた。矯正
施設という限られた条件下であっても、健康に留意した支援・指導が可能であると考えられる。さらには、施設入所
中から健康支援の口腔ケアにも重点をあてて支援を行う必要性が示唆された。
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Ⅰ はじめに

入所受刑者総数に占める65歳以上高齢受刑率１)は、
10.9％であり、高齢受刑者率が非常に高い先進国は日本
だけである（法務省，2015及び森久，2014）。高齢受刑
者の声として「＜前略＞刑務所には冷暖房も無くつらい。
＜中略＞でも、社会で生きていくよりもずっと安心だっ
た」と記述している（伊豆丸，2014）。また、高齢者の
犯罪の特徴について浜井（2009）は、「強盗や詐欺は生
活困窮が背景に考えられ、窃盗は経済困窮が直接原因で
はないケースも多く、福祉的要因だけはなく社会的孤立
という視点でも考える必要がある」と述べている。
つまり、現在収監中の高齢受刑者のうち障害をもつ者
の中には、社会生活が可能であると考えられるにも関わ
らず福祉支援を希望しない者が散見された。木村，佐藤
（2013）、神垣，舩山（2014）、法務省（2012）においても、
「自分が社会に適応できていないという認識を持つため
か、障害がある人は福祉支援を受ける権利があるという
知識が乏しい」ことが述べられていた。これらのことか
ら、自己のおかれた環境と自己の行動との関係性を理解
できないため、福祉を希望する行動には結びつきにくく、

必要な福祉支援の網目から外れ、犯罪と隣りあわせでの
生活を余儀なくされるという負の連鎖が起こっていると
考える。支援内容についても、2009年に地域生活定着支
援センターが都道府県に設置され、矯正施設から出所後
の生活をサポートするために行われる支援を行っている
ものの、健康維持増進・予防を支援しつつ更生に導く職
種は存在していないのが現状である。
欧米に目を向けてみると、1980年代から法看護学が発
展し体系化されている（日高，三木，金崎，2003）。と
ころが、日本においては法看護学教育のカリキュラムの
検討はなされてきているものの未だ教育にも実践の中に
も十分取り入れられてはいない。試験的に、法務省は看
護協会の要請を受け、「女子施設地域支援モデル事業」
を栃木刑務所で行っている。そこでは、看護職が受刑者
の健康相談を受け、必要時に医務へと繋ぎ診察を仰ぎ、
さらに、症状に対しての生活指導事を行っている（伊藤，
加藤，2016）。しかし、これはモデル事業であり、この
ような手厚い支援は他の矯正施設では望むべくもなく、
医療刑務所以外には看護職は存在しない。
しかし、海外では、上述した法看護学の体系化にとも
ない、司法看護師が存在し、犯罪者であっても人権が守
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られ、社会復帰支援を受けている。看護職が逮捕・起訴
された時から社会福祉士とともに検挙者の総合的アセス
メントに加われば、健康状態を配慮した福祉支援も加え
た社会復帰の道筋も実現できると考えられる。残念なが
ら、日本ではそのような視点はあっても継続支援や教育
には繋がっていない。
日本看護協会（2003）は、看護者倫理綱領の前文にお
いて、「看護は、あらゆる年代の個人、家族、集団、地
域社会を対象とし、健康の保持増進、疾病の予防、健康
の回復、苦痛の緩和を行い、生涯を通してその最期まで、
その人らしく生を全うできるように援助を行うことを目
的としている。」と述べている。これらのことからも、
受刑者も看護を受ける対象者となり得る。よって、健康
維持増進を図りながら更生する視点から、受刑者のニー
ズに合わせたケアプログラムを開発する必要がある。
筆者が面談に応じる中で、元受刑者には歯牙欠損して
いる者が多く見受けられる。薬物による影響も考えられ
るが、その背景には、歯痛で医務への願箋を提出しても、
半年以上の待機の間に悪化し、抜け落ちてしまう状況も
考えられた。しかしながら、受刑者の歯牙に関する統計
学資料（魚島，北川原，菅原，田村，並木，奥村，2013）
からは、 2箇所の刑務所の受刑者の歯科疾患実態と治療
状況が確認できたのみに留まり、大規模な全国調査は示
されておらず、実態調査も十分でないことが明らかで
あった。一方、古田、竹内、竹下、柴田、二宮ら（2016）
によると、全身の健康状態と口腔の健康は関連すること
が示されており、本調査でも同様の結果が得られるのか
把握をしたいと考えた。
また、医務における環境では、受刑者が健康相談をし
たくても、矯正施設内には相談窓口が存在しない。つい
で、症状が出現していないと受診させて貰えないなど、
病状が悪化してからの対応になっている可能性も考えら
れる。さらには、矯正医務については環境の施設間で格
差があり、刑務官に委任されている。そのため、刑務官
への調査では受刑者の現状は明らかにできないと考え、
当事者である受刑者への調査が必要であると捉えた。日
本の矯正施設は、受刑者への懲罰が主目的であり、受刑
者自身の健康は配慮されていない。これでは、自尊心や
社会復帰するために必要な資本は培われない。受刑者が
自身の健康維持・予防の方法を知識として学び､矯正施
設内でも実施できる方法を提供することで、自身の生
命・心身を大切に考える機会となると考える。自身の健
康を守る・自身を大切にすることができれば、他人に対
しての慈しみも発現し、罪を償い、社会に還元する人生
を歩むきっかけにもなると考える。再犯を繰り返すこと
なく、社会復帰するためにも健康維持・予防指導を看護
職の役割として位置づけすべきであると考えた。
調査の概念枠組みでは、
本 調 査：元受刑者の健康実態・健康意識を明らかにす

ること（基礎データ収集）。

第 1段階：受刑者の健康および医務受診の実態を明らか
にし、健康ニーズを抽出する。

第 2段階：健康ニーズと元受刑者の意見を活用した健康
維持増進ケアプログラムを開発し、ケアプロ
グラムの 2種類（対面型・通信型）を実践す
る。

第 3段階：開発したケアプログラムの有効性を検証する。
ケアプログラム開発を最終目的として、第 4段階で構
成して研究を進めていく予定である。
本調査の目的は、1．元受刑者の健康実態・予防意識を
明確にし、看護職が介入可能な課題を明らかにすること。
2．矯正施設で生活する受刑者の健康プログラム開発の
ための基礎データを収集することである。

脚注 1 ）高齢受刑者率とは、刑が確定した一般刑法犯総数に占め
る65歳以上者の割合である。

Ⅱ 方 法

1）調査概要
支援法人から紹介を受けた元受刑者に、 1人 1回20分
程度の半構成的面接を実施し、IC レコーダーで録音し
た内容を逐語録に起こした。属性については性別､年齢、
身長、体重、BMI、受刑歴、現在歯数 2 )、身体活動量な
どを記述した。

脚注 2 ）現在歯数とは、現在、残っている義歯・差し歯ではない
自身の歯の数である。齲歯や治療歯の有無は問わない。

2）調査対象者
調査対象者は、元受刑者 6 名でその内訳は男性 5 名、
女性 1名であった。

3）データ収集手順
データ収集期間は、2017年 3 月15日及び16日の 2日間
である。調査同意が得られた対象者の希望に添った日程
で面接を実施した。面接場所は、対象者の自宅で行った。
また、対象者の承諾を得たことを同意書で確認してから、
調査者と対面調査を行った。その内容は、属性に関する
こと（年齢、性別、身長、体重、矯正施設退所後の生活
歴、受刑年数、受刑前の職業、現在の職業、身体活動量、
現在歯数、既往歴、飲酒習慣、喫煙習慣）である。これ
らは、生活習慣が把握できると考え聴取した。健康に対
する質問内容は、今の楽しみや悩みを相談する相手の有
無、健康とはどのような状態か、最近の身体の調子、体
調が悪いときはどのような行動をしているのか、長生き
してやりたいこと等である。相談相手の有無に関して聞
いた理由は、その人が困った際の対処方法や相談相手が
いるか判断要素にあると考えたからである。また、健康
の基準は個々の対象者によって異なることが予測された
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ため、当人にとっての基準を理解するため聴取した。
なお、面接内容は、対象者に同意を得た上で ICレコー
ダーに録音を行った。

4）分析処理方法
IC レコーダーで録音したインタビュー内容を逐語録
にした。分析方法は、属性の記述を行い、平均値から傾
向を抽出した。その際、年齢、既往歴などから特徴的傾
向を抽出する。さらに、インタビュー内容を一覧に記述
し、共通点を抽出した。

5）倫理的配慮および利益相反
本調査は筆者の所属する大学の倫理審査委員会による
承認を経て実施した（E15-0011）。当事者を支援してい
る NPO 法人からの紹介を受け、元受刑者・受刑者で本
調査を承諾された人のみを対象とした。また、対象者の
罪名に関してなど今回の調査目的以外の内容は、プライ
バシー保護のため聴取しなかった。公表内容に関連し、
筆者に開示すべき利益相反関係にある企業、法人は存在
していない。

Ⅲ 結 果

1 ）対象者の年齢と現在歯数
対象者の属性は、表 1に示した。
性別は男性5名、女性 1名、平均年齢 61.3 歳（SD10.7）、
平均BMI22.1（SD19.7）、退所後平均年数2.9年(SD2.7）、
受刑平均年数5. 3年 (SD5. 5）、平均現在歯数15本

（SD12.8）、身体活動量平均25.0分（SD24.1）であった。
飲酒習慣のある者は 4 名、喫煙習慣のある者は 4 名で
あった。また、同表には対象者の現在歯数も示している。
これを見ると、対象者が 6名と少ないにも関わらず、自
歯数が 0本から欠損なし（32本）まで大きな幅があった。
厚生労働省（2016）による年齢区分の平均歯数と対象
者を深くした結果、低値である。なお、対象者Ｂ氏（73
歳）の現在歯数は32本であり、一般市民と比べても突出
して多い数値である。このＢ氏の値を除外すると平均値
は15本から12本へと減少する。

2）既往歴と職歴
既往歴をみると、脳梗塞で片麻痺による歩行障害や構
音障害者、事故による皮膚損傷を起こしている者、乳が
んで現在も抗がん剤治療を行い、全身転移の定期検診を
受け、さらには肺気腫、骨粗鬆症のため骨折を繰り返し
ている者、常に胃酸がこみ上げ胃酸を抑える薬を常用し
ている者、喘息と肺気腫を併発している者がいた。受刑
前の職業は、漁師、支配人、清掃業、会計など様々であっ
た。現在の雇用形態は、 3名が無職で生活保護を受給し
ており、残る 3 名はアルバイトや NPO 法人で正社員と
して勤務していた。
既往歴のある対象者は、定期的に病院受診をし、内服
治療も継続、自己管理していた。症状のある者は、日常
生活にも影響を与え、自由に行動できる状況ではなく、
その日にできることを体調と相談しながら、 1日を過ご
す状態であった。
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3）対象者の健康問題に関する現状把握
対象者 6名のインタビュー調査内容を以下に示した。

（1）対象者Ａ氏 71歳 男性
脳梗塞の後遺症による麻痺があり、不安定な歩行であ
る。支援法人が用意したアパートで生活保護を受け、独
居で生活をしている。認知症も無く、日常生活は概観す
ると自立が保てているため、介護保険を申請するも介護
認定が下りない状況であった。自室を訪問すると、煙草
の臭いと埃、ダニで充満し、空気の入れ換えをしながら
の面接であった。
収入源は、生活保護費であり、食費を節約するため炊
飯のみは行っていると回答していた。しかし、金銭管理
が自身で行えないため、支援者が対象者に合わせて、生
活費を週単位で管理していた。 1日単位の生活までを見
守ることはできないため、渡されたお金も翌日には使い
切ってしまい、毎日の食事費にも事欠き、数百円の弁当
を盗むという軽犯罪を繰り返してきた。

（2）対象者Ｂ氏 73歳 男性
数十年前に皮膚損傷があったが完治している。健康に
は人一倍気を使っていた。特に、「矯正施設内において
は歯の衛生に留意をしていた」と述べており、現在歯数
は、32 本全て自歯であり、歯周病も無いとのことであっ
た。「生活保護を受け、生活に余裕は無いが、喫茶店で
コーヒーを飲むのが唯一の楽しみとなっている。昼過ぎ
までしっかりと睡眠をとった後に、午後から図書館へ出
向き本を読むことも楽しみである。食事は 1日 2食と決
めて自炊している」。「今は、何の欲もなくなり、不思議
なくらい穏やかにいられる」 と述べた。

（3）対象者Ｃ氏 69歳 女性
3 年前に乳がんで左乳房を切除し、抗がん剤治療も併

用している。転移がないかどうかのチェックを毎月 1度
受けており、再発を心配している。既往歴に、肺気腫も
あり、骨粗鬆症に高血圧と複数の病気を患っている。調
査時は、骨粗鬆症により、圧迫骨折を起こしコルセット
装着をしていた。肺気腫には問題だとわかってはいても
たばこはやめられないと述べている。「 4 人の子供がい
るが、子供が幼少期に家出をしたので、それ以降一度も
会ったことはない。その間に 2回逮捕され刑務所に入っ
てしまった。そのことは、娘や息子たちは知らない。子
供たちにも迷惑掛けたくない。今頃会いたいなんていう
のは都合が良すぎると思う。自分なりに、これで更生で
きたと思った時に子供たちに会いたい。刑務所から出所
し、まだ 2年しか経過していないため、 5年間何も問題
を起こさずに生活が安定したら、今度は人のために役に
立ちたい。生活保護だけれど、誰かに何かをしてあげた
い」と語ってくれた。

（4）対象者Ｄ氏 52歳 男性
既往歴はなく、以前は会計の仕事を担当していた。「1
年くらい前から当事者と関わり、今まで漠然として支援
していたのが、確信を持って関わることができるように
なったと思う。家族からの理解も得られるようになった
のが大きいと思う。持続的な腰痛があるが身体を動かす
ことが少なく、座位姿勢を取っていることが多いからで
ある。」と自己分析をしていた。また、生き方に関しては、
「明日何があっても、後悔しない生き方をしている。」と
淡々と語っていた。

（5）対象者Ｅ氏 53歳 男性
前科 3犯で、矯正施設生活は20年にも及ぶ。矯正施設
内での理不尽な処遇に不平不満を抱いていたが、キリス
ト教との出会いにより改心し、次の人生は当事者の社会
復帰のために生きることを決心している。健康について
「心身の健康だけではなく、人のために何かをしたいと
思うことや、人と交わるという社会的健康も必要である。
自分だけでなく、周囲もまた健康であって欲しいと願う。
ただ、単に長く生きることを望んではいない。今、生き
ているこの時をキリストのために生かせて貰えたら十分
である。例え、明日命が尽きたとしても、後悔はしない。
自分のミッションは神様から与えられた使命を全うする
だけです。今後は、頂いた時間やチャンスを人のために
使いたい。自分の人生だから、決めるのは自分自身であ
る。年数ではなく、生かされている時間や期間を大切に、
出来ることをその日を積み重ねることが大切である。」
との思いを語ってくれた。現在は仕事量が増えたこと
や、日々起こる様々な問題に心を痛めて胃痛になってい
るとのことであった。

（6）対象者Ｆ氏 50歳 男性
解体業の仕事をしながら、ボランティアとして当事者
の支援を行っていた。独居であり、自炊をして生活して
いる。以前まで 1日食事は 1食で済ませていたが、健康
に留意して毎食摂取するようになり、体調も良くなった
とのことであった。また、食事が人生の楽しみへと変
わったようである。既往歴に喘息があり、肺気腫もある
ため呼吸症状、癌への移行については不安を感じていた。
しかし、「長生きをして、今までやったことのないこと
に挑戦し、当事者支援活動を積極的にやりたいと思う。」
と心の意気を語っていた。

4 ）現在の生きがいや楽しみ
生きがいや楽しみに関するインタビュー結果について
は、表 2に示した。
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5 ）対象者の共通点
対象者共通の身体症状は、足痛・骨痛・腰痛・肩こり
など、痛みの訴えであった。なかでも、腰痛者は 3名と、
症状を訴える比率が高かった。
長生きに関しては、「早く死にたい」（ 1名）、「長生き

を考えていない」（ 3 名）、「長生きをしたい」（ 1 名）、
その他： 1名であった。急変時において、家族に頼れる
のは同居している者 2名のみで、 3名は自己で判断する
しかない。また、その 3名に共通していることは、悩み
を相談できる者がいないという点であった。相談できる
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表 2．楽しみや生きがいにおけるインタビュー逐語録



人がいない理由として、Ａ氏の場合は、例えば後遺症で
ある言語障害を受け入れて相談に乗ってくれる知人がい
ない。また、Ｂ氏は、自ら他者との関わりを断ち切って
いると述べていた。Ｃ氏は、性格的に自身の話を他人に
はしない人であった。以上の 3名は、様々な理由で、悩
みを抱えていても誰かを頼ることはしていなかった。

Ⅳ 考 察

女性と比較し、男性は家族や親族の積極的な支援が無
ければ、住居の確保でさえも厳しいのが現状である。そ
のため、支援機関は退所者にとっては頼みの綱であり、
必然的に男性の比率が大きくなる。調査対象の性別に女
性が少ないのは上記の理由による。今回女性が 1 名加
わっているのは、協力を依頼した支援団体はこれまで女
性の支援を担当していなかったが、C氏の強い希望によ
り、支援を開始したため、女性が加わることとなった。
なお、本調査で対象となったのは、認知機能面でも影響
が無い年齢の方々であった。
対象者の属性における BMI の結果は、過体重 2 名、
普通体重 3 名、痩せぎみ 1 名であった。過体重 2 名は、
退所から 2～ 5年経過しており、その間の食生活の変化
から体重が増加したと述べていた。痩せぎみの対象者
は、基礎疾患に乳がん、肺気腫もあることから、生命活
動における消費エネルギー量が摂取カロリーを上回るこ
とが多いからであると考えられる。また、人生における
様々な後悔から夜間不眠になることもある。性格的には
内向的であるため外には吐き出せない。気持ちの面から
も食欲がわかず食事摂取量確保ができず、それが低栄養
の要因にも繋がっているものと考えられる。
特徴的な結果として、年齢から平均現在歯数を比較す
ると、現在歯数が年齢平均以上あった者は 2名で、残り
の 4名は明らかに低値であった。厚生労働省(2016)によ
れば、歯科保健対策が講じられた結果、平均現在歯数は
増加傾向を示している。これによると、75歳から84歳の
わが国における近年の年齢階級では、20本以上が自歯で
ある割合は、初めて50％を超えた。
今回の調査対象者の既往歴と現在歯数を比較すると、
既往歴があり、現在も治療をしている対象者の現在歯数
が、性別・年齢別平均よりも全て低値で推移していた。
反対に、現病歴や大きな既往歴の無い対象者の現在歯数
は充実していた。特に、Ｂ氏に関しては、「矯正施設内
においては歯の衛生に留意をしていた」と述べており、
現在歯数は、32本全て自歯であり、歯周病も無かった。
上述のように、全身の健康状態と口腔の健康の関連は示
されており、一般市民においても同様である。また、女
性の方が歯牙喪失率も大きかった。これに関しては、閉
経後の女性ホルモンの変化により骨密度の低下が歯周疾
患の悪化に関与し歯の早期喪失に反映されたと推測され
る（細田，黒沢，森田，2002）。

対象者はいずれも、矯正施設内で数年から数十年の生
活経験がある。矯正施設での生活は、拘束環境下による
ストレスが高値であると推測され、人によってはストレ
スから胃酸が食道へと逆流し、塩酸が歯牙環境を蝕んで
いるのではないかとも考えられる。また、齲歯などの口
腔症状が生じた際、歯科医師不足による歯科受診待ちが
あり、受診が数ヶ月先になることもある。そのため、受
診時には症状の悪化に伴い神経が侵され、歯痛も消失し
ていることが多い。さらに、口腔ケアも疎かになりがち
で歯垢や歯石除去の知識にも乏しいからではないかと考
える。矯正施設内で口腔ケアとして使用できる物品は限
られる。歯ブラシや研磨剤は、メーカーまで指定があり、
施設内で購入できる物は 2種類程しか存在しない。口腔
ケア物品のデンタルフロスや糸ようじの使用も認められ
ていない。これは、先が尖っている物であることや、糸
で首を絞めてしまう危険物として取り扱われるからで
ある。
また、矯正施設内での歯科治療は、歯科医師の不足に
より、施設間での格差があるといわれている。例えば、
宮城刑務所では専門の歯科医師が常駐し、診察対応がさ
れている。しかし、岐阜刑務所では歯科医不足のため、
数ヶ月の待機は通常であり、ひどいときには半年以上待
機を経てからの治療となる。その頃には、症状もひどく
なり病巣が神経まで広がり、治療が難航することは明ら
かである。歯科治療は、保険適用と自費治療が存在し、
様々な要望を叶えるためには自費治療が不可欠となる。
その治療費は、作業で得た作業報奨金もしくは、家族な
どからの送金で賄うことになっている。こうした現状
も、現在歯数の減少に影響があると考えられる。しかし、
本調査の対象者Ｂ氏は「矯正施設内において、歯の衛生
に留意をしていた」と述べており、現在歯数は、32本全
て自歯であり、歯周病も無い。すなわち、矯正施設に入
所している限られた条件下であっても、健康に留意した
支援・指導は可能であると考えられる。
年齢と共に、身体機能は衰える。さらに疾病も複数重
なってくる可能性も高い。その中で、自分らしく余生を
送るため自己健康コントロール方法の確立、さらに元受
刑者というハンディを背負ったため、自ら社会と積極的
には繋がろうとしない、対象者を「孤立死」させないよ
うにするためにも、救護の必要を訴える術や「助けて欲
しい」という声明の出し方を社会福祉だけでなく、看護
課題としても考えていく必要がある。これらの問題解決
には、矯正施設に入所している段階から、健康問題を取
りあげていかなければならない。

Ⅴ 結 論

今回の調査は、元受刑者の健康実態・予防意識を明確
にし、矯正施設で生活する受刑者の健康プログラム開発
のための基礎データの収集を目的として行った。元受刑
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者 6名という限られた対象者に対してインタビュー調査
を行った結果を示したに過ぎないため、一般化すること
は難しい。また、対象者 6 名は自身から SOS を出して
支援を受け、社会復帰を目指そうとする強い意志のある
者たちであった。そのため、支援を求める術を持たない、
または希望しない元受刑者の後方支援には適さない可能
性がある。しかし、看護職が､起訴された段階から専門
職として健康の維持や増進、予防支援に介入することは
日本の法看護学を発展させる上でも意義があると考えら
れた。
現在歯数に関しては、元受刑者 6名に対して 4名の現
在歯数が全国平均値以下であった。さらに、既往歴のあ
る元受刑者の現在歯数は全国平均値よりも低値であり、
対照的に既往歴の無い対象者の現在歯数は充実してい
た。これは、一般歯科結果（古田ら，2016）と同様であ
り、矯正施設入所中から、健康支援の口腔ケアにも重点
をあてて支援を行う必要性が示唆された。
今後は､継続研究として､受刑者に向けての健康実態・
意識調査を行い、健康プログラム開発に取り組んでいき
たい。
本稿に残された課題は、矯正施設内の受刑者の健康状
態とその意識を明らかにし、その上で、矯正施設内での
健康プログラムを開発していくことである。矯正施設は
懲罰的機能が主な役割であるため、受刑者の健康を守る
ことは重要視されておらず、自身の健康を守りながら、
社会復帰に向けて更生するプログラムも存在しない。し
かし、矯正施設退所後に健康問題があれば、一般労働市
場で働くことはできない。結果、退所後も何らかの福祉
支援がないと生活は不可能である。矯正施設の施設運
営・医療費は国の税金で成り立っていることからも、資
財は無限では無い。しかし、人権面だけでなく、受刑者
の健康を守っていかなければ真の社会復帰支援には繋が
らない。そのためにも健康行動ができるような指導や教
育管理が必要である。受刑者が退所したあと、その知識
が活用できる様に、矯正施設で生活をしている時から自
身の心身を守る術を学ぶ機会が必要である。その知識を
伝えるのは看護職の役割である。

文 献

粟屋友恵.（2008）．社会から忘れられた高齢犯罪者；刑
務所における認知症受刑者の釈放時保護事例 特集
高齢者 認知症の人の犯罪について考える），認知
症ケア事例ジャーナル 6(2)，146-153．

古田美智子，竹内研時，竹下徹，柴田幸江，二宮利治，
清原裕，山下喜久.（2016）．地域住民における口腔
の健康状態と生活習慣病の関連性の検討－久山町調
査－，口腔衛生学会誌66，465-474．

法務省（2012）．犯罪白書＜24年版＞法務省法務総合調
査所〈編集〉．

犯罪白書（2014）．犯罪白書＜26年版＞窃盗事犯者と再
犯，法務省法務総合調査所〈編集〉，法務省総合調
査所〈編集〉．

浜井浩一（2009）．高齢者犯罪の増加，老年社会科学31
(3)，397-412．

細田武伸，黒沢洋一，森田曜.（2002）．歯の喪失と生活
習慣および健康状態との関連に関する調査，米子医
学学会誌53，113-117．

日高経子，三木明子，金崎悠.（2003）．諸外国における
司法精神看護の役割，岡山医学部保健学科紀要14，
103-111．

伊豆丸剛史.（2014）．刑務所から出るのが怖かった……，
長崎定着の実践から見えてきたもの（特集 高齢者
犯罪対策）・・（社会安全フォーラム高齢や犯罪の実
態と対策），警察学論集67(6)，52-70．

伊藤公恵，加藤君江.（2016）．栃木刑務所女子施設地域
支援モデル事業疾病保護，健康意識向上への働きか
け，現役時代と同じやりがいを感じて，日本看護協
会機関誌68（2），86-88．

神垣一規，舩山健二.（2014）．福祉支援を希望しない高
齢受刑者の特徴，司法福祉学調査14巻，95-113．

国民衛生の動向2014/2015．厚生労働統計協会．
木村隆夫，佐藤幸恵.（2013）．高齢，障害犯罪者の社会
復帰支援施策の現状と課題，日本福祉大学社会福祉
論集第128号，83-113．

厚生労働省（2016）．「平成28 年歯科疾患実態調査」
http://www.mhlw.go. jp/toukei/list/dl/62-28-01.pdf
（2017 年 7 月 24 日検索）

内閣府（2015）．「平成26年版犯罪被害者白書」http://
www8. cao. go. jp/hanzai/whitepaper/w-2014/ pdf/
zenbun/index.html（2017年 2 月10日検索）

森久智江.（2014）．日本の犯罪・刑罰の実態：刑務所は
どうして高齢者や障がい者でいっぱいなのか，部落
解放(688)，203-214．

鵜飼克行，野方晋，服部直樹，井沢英夫，蜂須賀智，遠
藤元彦，柴田淑江，山崎洋子，長谷川敬司.（2005）．
矯正領域における受刑者の高齢者の現状と医療に
関連する問題点の考察，矯正医学 54(1)，1-8．

横山実.（2012）．自由系執行の場所としての刑務所の展
開，犯罪社会学調査第37号，59-76．

魚島マリコ，北川原聡，菅原敏行，田村健輔，並木健二，
奥村雄介.（2013）．刑務所における歯科疾患実態と
歯科治療状況について，矯正医学61(2-4号)，21-29．

日本看護協会（2003）「看護者の倫理綱領」https://www.
nurse. or. jp/nursing/practice/rinri/rinri. html#p2
（2018年 1 月10日検索）

矯正施設で生活する元受刑者の健康プログラム開発に向けて

― 85 ―


